
 

 

 

（資料編Ⅱ-2-6-1） 救護装備等の整備状況 

 

（１） 無線装備 基地局及び携帯基地局 ５０W   ２基 

                        ２５W    ３基 

                                 １０W   ２基 

                  移動局及び携帯局   ２５W  １９基 

                                 １０W  ２８基 

                                  ５W   １６基 

                             １W    ３基 

（２） 救急車                                ６台 

（３） 災害救援車                           ２８台 

（４） 発電機                                 １６台 

（５） 投光器                                １４台 

（６） イージーアップテント                  １６張 

（７） エアテント                             ４張 

（８） 医療セット                              ４セット 

（９） 折畳寝台                            １４０個 

（10）  担架                                  ２９本 

（11） 毛布                               ６２５枚 

 

 

354



355



356



357



358



359



360



361



362



363



364



365



366



367



368



369



370



371



372



373



374



375



376



377



378



379



380



381



382



383



384



385



386



387



388



389



390



391



392



393



394



395



396



397



398



399



400



○　災害拠点病院

災害拠点
病院区分

病　　院　　名 所　　在　　地

川口市立医療センター 川口市西新井宿180

埼玉医科大学総合医療センター 川越市鴨田1981

さいたま赤十字病院 さいたま市中央区新都心1-5 

自治医科大学附属さいたま医療センター さいたま市大宮区天沼町1-847

北里大学メディカルセンター 北本市荒井6-100

埼玉県済生会加須病院 加須市上高柳1680

深谷赤十字病院 深谷市上柴町西5-8-1 

獨協医科大学埼玉医療センター 越谷市南越谷2-1-50 

さいたま市立病院 さいたま市緑区三室2460 

防衛医科大学校病院 所沢市並木3-2

埼玉県済生会川口総合病院 川口市西川口5-11-5

埼玉医科大学国際医療センター 日高市山根1397-1 

行田総合病院 行田市持田376 

新久喜総合病院 久喜市上早見418-1

国立病院機構埼玉病院 和光市諏訪2-1

草加市立病院 草加市草加2-21-1 

埼玉医科大学病院 入間郡毛呂山町毛呂本郷38

さいたま市民医療センター さいたま市西区島根299-1

上尾中央総合病院 上尾市柏座1-10-10 

羽生総合病院 羽生市下岩瀬446

埼玉県立小児医療センター さいたま市中央区新都心1-2

戸田中央総合病院 戸田市本町1-19-3 

基幹災害拠点
病院

地域災害拠点
病院

401



○　災害時連携病院

病　　院　　名 所　　在　　地

熊谷総合病院 熊谷市中西4-5-1

国立病院機構西埼玉中央病院 所沢市若狭2-1671

埼玉成恵会病院 東松山市石橋1721

入間川病院 狭山市祇園17-2 

埼玉石心会病院 狭山市入間川2-37-20

越谷市立病院 越谷市東越谷10-32

東埼玉総合病院 幸手市吉野517-5

白岡中央総合病院 白岡市小久喜938-12

ふじみの救急病院 入間郡三芳町北永井997-5

小川赤十字病院 比企郡小川町小川1525

彩の国東大宮メディカルセンター さいたま市北区土呂町1522

地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター さいたま市浦和区北浦和4-9-3

埼玉協同病院 川口市木曽呂1317

秩父市立病院 秩父市桜木町8-9

ＴＭＧあさか医療センター 朝霞市溝沼1340-1

新座志木中央総合病院 新座市東北1-7-2

八潮中央総合病院 八潮市南川崎845

皆野病院 秩父郡皆野町大字皆野2031-1

公平病院 戸田市笹目南町20-16

春日部市立医療センター 春日部市中央6-7-1

東松山市立市民病院 東松山市大字松山2392

イムス富士見総合病院 富士見市鶴馬1967-1

イムス三芳総合病院 入間郡三芳町藤久保974-3

吉川中央総合病院 吉川市平沼111

旭ヶ丘病院 日高市大字森戸新田99-1

熊谷外科病院 熊谷市佐谷田3811-1

埼玉慈恵病院 熊谷市石原3-208

上福岡総合病院 ふじみ野市福岡931

三郷中央総合病院 三郷市中央4-5-1

関越病院 鶴ヶ島市脚折145-1

赤心堂病院 川越市脇田本町25-19

所沢美原総合病院 所沢市美原町2-2934-3
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（資料編Ⅱ-2-6-3）埼玉県医師会救護隊規程（昭和４２年 ４月１日 施 行） 

                                              （昭和６３年１０月１日一部施行） 

                                               （平成１２年１２月７日一部施行） 

                                               （平成１９年３月２２日一部改正） 

第１条 埼玉県医師会に災害発生時における応急救護を行う目的をもって埼玉県医師会救護隊（以下

「救護隊」という。）を設ける。 

第２条 救護活動を必要とする災害とは、台風、豪雨、出水、地震、火災、交通災害（航空機事故を

含む）、爆発その他これに類するものとする。 

第３条 救護隊は、埼玉県医師会員をもって充てる。 

第４条 救護隊本部を埼玉県医師会に、救護隊支部を郡市医師会に設ける。 

第５条 救護隊の構成は、次の如くとする。 

  １ 本 部 長 １  名 埼玉県医師会長 

  ２ 副本部長 ３  名 埼玉県医師会副会長 

  ３ 本 部 員 若干名 埼玉県医師会理事中より本部長が指名する。 

    ４ 支 部 長  各郡市医師会長 

  ５ 副支部長 若干名 支部長が指名する。 

第６条 本部長は、埼玉県及び関係市町村並びに関係団体と連絡を密にし、救護隊全般の統括指揮に

当たるものとする。 

第７条 副本部長は、本部長を補佐し、業務を掌理し、本部長事故ある時は代行する。 

第８条 本部に次の各部を置き、本部長の命により活動する。 

  １ 総 務 部 （対策・企画・経理等） 

  ２ 資材供給部 （医薬品・衛生材料等の整備補給・供給・運搬等） 

  ３ 連絡広報部 （渉外・対内連絡等） 

第９条 支部に現場救急、移送及び収容医療に当たるため救護班を設ける。 

    現地救急移送班は、支部会員数名を主体にして編成し、収容医療班は、主として救急病院を

もって充てるが、支部の実情に応じて適宜の対策を立てることを妨げない。 

第 10 条 その他必要と認める事項は、その都度本部長が指示する。 

   附則 この規程は、昭和４２年４月１日から施行する。 

   附則 この規程は、昭和６３年１０月１日から施行する。 

   附則 この規程は、平成１２年１２月７日から施行する。  

      附則 この規程は、平成１９年３月２２日から施行する。 

 

埼玉県医師会救護隊規程施行細則 

第１条 規程第８条による各部には、本部長の指名する県医常任理事を部長に、県医理事数人を以て

部員として部務に充てるものとする。 

第２条 支部長は、規程第９条による支部救護班に於ける現地救急移送班の編成表並びに収容医療班

（救急指定病院）の配置図を作成の上、本部長に呈示するものとする。その異動を生じたときは、

速やかに本部長に報告するものとする。 

第３条 本部長は、前条により呈示された編成表並びに配置図と本部機構図を以て一覧表を作り、各

支部に配布し、本部支部間の連絡に万全を期するものとする。 

第４条 支部長は、迅速適切な救護活動を行い得るよう原則として年１回演習訓練を行うものとする。

本部長は、必要に応じ総合訓練を行うことが出来る。 

第５条 災害発生時に於いては、本部長は、当該地区支部長に救護活動を要請すると共に、関係諸団

体と緊密な連絡を保ち、必要に応じ隣接支部長にもその救護班の出動を指示し、救護隊全体の指

揮にあたるものとする。 

第６条 前条の細則にもかかわらず、災害発生地区支部長は、本部長よりの要請をまたずに救護活動

を開始することができるが、速やかにその状況推移を本部長に報告して連絡をはかり、本部長の

指示により活動するものとする。 

第７条 救護活動を行う班員は、所定の腕章を装備するものとする。必要と認めた時は、現地に支部
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旗又は本部旗を掲示するものとする。腕章・本部旗・支部旗は、別に定めるものとする。 

第８条 支部が救護活動を開始及び終了した時は、速やかに本部にその旨を報告すると共に、救護状

況並びに衛生材料等の使用概況をも併せて通報するものとする。これらの報告書は、別添の如き

ものとする。 

第９条 事後処理については、診療報酬等を含めて関係諸団体と協議の上処理するものとする。 

第 10 条 本部活動に要する経常費は、県医理事会の議を経て処理するものとする。 

 

   附 則 この細則は、昭和４２年４月１日から施行する。 

 

（別 添） 

 

               救 護 活 動 報 告 書 

 

   平成  年  月  日 

 

             郡市支部長 

                      氏名              印 

   埼玉県医師会救護隊本部長 殿 

 １ 救護人数 
 
 
 

 患 者 氏 名    傷  病  名  重軽別  救 護 場 所  
    

 ２ 収容患者診療状況 
 
 
 

 患 者 氏 名   傷 病 名  収容病医院名  重軽別  転帰  備考  
      

 ３ 薬品・衛生材料等の使用状況 
 
 
 

 品  名  使用数量   価 格  品  名  使用数量   価 格  
      

 ４ 使用材料の総額  
 ５ 備品・その他器物等の損傷状況 
 ６ 診療従業員の状況 
 
 
 

医 師 氏 名      看護師氏名 事務員氏名 家族氏名 その他 計  
      

 ７ その他参考事項 
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（資料編Ⅱ-2-6-4）災害時の医療救護に関する協定書 

 
災害時の医療救護に関する協定書 

 
 埼玉県（以下「甲」という。）と社団法人埼玉県医師会（以下「乙」という。）とは、     

災害時の医療救護に関して、次のとおり協定を締結する。 
 
 （総則） 
第１条 この協定は、埼玉県地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が   

行う医療救護活動に対する乙の協力について、必要な事項を定めるものとする。 
２ 甲は、市町村地域防災計画に基づき市町村が行う医療救護活動について、各市町村が

本協定に準じて郡市医師会の協力を得て実施できるよう、必要な調整を行うものとする。 
３ 乙は、郡市医師会に対し、前項に定める市町村が行う医療救護活動が円滑に行われる

よう、必要な調整を行うものとする。 
 （医療救護計画） 
第２条 乙は、甲の要請に基づく医療救護活動の円滑な実施を図るため、医療救護計画を

策定し、これを甲に提出するものとする。 
２ 乙は、医療救護計画を変更したときは、速やかに変更後の医療救護計画を甲に提出す

るものとする。 
 （医療救護班の派遣） 
第３条 甲は、医療救護活動を実施する上で必要があると認めた場合は、乙に対して医療

救護班の派遣を要請するものとする。 
２ 乙は、前項の要請を受けたときは、前条に規定する医療救護計画に基づき、速やかに

医療救護班を編成し救護所等に派遣するものとする。 
 （医療救護班に対する指揮） 
第４条 医療救護班に対する指揮及び医療救護活動に係る連絡調整は、甲の指定する者が

行うものとする。 
 （医療救護班の業務） 
第５条 乙が派遣する医療救護班は、甲又は市町村が避難所、災害現場等に設置する救護

所において医療救護活動を行うものとする。 
２ 医療救護班の業務は、次のとおりとする。 
（１）傷病者の傷病の程度の判定 
（２）傷病者に対する応急処置の実施及び必要な医療の提供 
（３）医療機関への搬送の要否及びその順位の決定 
（４）死亡の確認及び死体の検案 
（５）その他必要な措置 
 （医療救護班の輸送） 
第６条 甲は、医療救護活動が円滑に実施できるよう、医療救護班の輸送について必要な

措置をとるものとする。 
 （医薬品等の確保） 
第７条 乙が派遣する医療救護班が使用する医薬品等は、当該医療救護班が携行するもの

のほか、原則として甲が確保するものとする。 
 （搬送先医療機関の確保） 
第８条 甲は、乙の協力を得て災害拠点病院のほか必要な搬送先医療機関を確保するよう
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努めるものとする。 
 （医療費） 
第９条 救護所における医療費は、無料とする。 
２ 搬送先の医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。 
 （費用弁償） 
第 10 条 甲の要請に基づき、乙が医療救護を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担

するものとする。 
（１）医療救護班の編成及び派遣に要する経費 
（２）医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費 
（３）医療救護班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合  

の扶助費 
（４）前各号に定めるもののほか、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と 

認めた経費 
２ 前項に定める費用の額については、別に定める。 

（訓練） 
第 11条 乙は甲から要請があった場合は、甲が実施する訓練に参加するよう努めるものと

する。  
 （他都道府県等からの派遣要請への協力） 
第 12 条 甲が災害時における応援協定等を締結している都道府県等に医療救護班を派遣す

る必要がある場合には、乙は可能な限りこれに協力するものとする。 
２ 前項の規定により乙が県外で医療救護活動を行う場合には、その取り扱いについて別 

の定めがない限りこの協定の規定を準用するものとする。 
 （細則） 
第 13条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。 
 （協議） 
第 14条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲

乙協議のうえ定めるものとする。 
 （有効期間） 
第 15条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この

協定の有効期間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がなされな

いときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、

以降も同様とする。 
 
 この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１

通を保有する。 
 
  平成１9 年 6 月１４日 
                  さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 
               甲  埼玉県 
                  埼玉県知事  上 田 清 司  ㊞ 
 
                  さいたま市浦和区仲町三丁目５番１号 
               乙  社団法人埼玉県医師会 
                  会   長  吉 原 忠 男  ㊞ 

406



 

 
 

 
災害時の医療救護に関する協定実施細則 

 
 
 埼玉県（以下「甲」という。）と一般社団法人埼玉県医師会（以下「乙」という。）とは、

平成１９年６月１４日付けで締結した災害時の医療救護に関する協定（以下「協定」とい

う。）第１３条の規定に基づき、協定の実施に関する取り扱いについて次のとおり定める。 
 
 （医療救護計画） 
第１条 協定第２条の医療救護計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 
（１）医療救護班の編成計画 
（２）医療救護班の活動計画 
（３）医療救護班（他都道府県から派遣された医療救護班を含む）の派遣調整体制 
（４）郡市医師会と関係機関との通信連絡計画 
（５）指揮系統 
（６）（甲と共同で実施する）災害医療情報の収集・分析体制 
（７）医薬品、医療用資器材の確保 
（８）その他必要な事項 
 （災害医療コーディネーター） 
第２条 乙は、事前に災害時に前条に掲げる事務を行う責任者となる予定の者をあらかじ

め甲に推薦する。 
２ 甲は、前項により推薦された者を「埼玉県災害医療コーディネーター」に指定し、指

定書（様式第１号）を交付する。 
３ 前項により指定を受けた埼玉県災害医療コーディネーターは、埼玉県災害対策本部が

設置された場合、同対策本部医療救急部長の要請等を受けて災害時の医療救護の実施に

あたるとともに、医療救急部長に対し必要な助言等を行う。 
 （派遣要請） 
第３条 協定第３条の医療救護班の派遣要請は文書（様式第２号及び様式第２号の２）に

より行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合には、口頭あるいは他の手段によ

り要請することができるものとする。 
 （医療救護活動の報告） 
第４条 乙は、協定第３条の規定により医療救護班を派遣したときは、医療救護活動終了

後速やかに、次に掲げる書類を甲に提出するものとする。 
（１）医療救護活動報告書（様式第３号） 
（２）班員名簿（様式第４号） 
（３）医薬品等使用報告書（様式第５号） 
 （事故報告） 
第５条 乙は、協定第３条に基づく医療救護活動において、医療救護班員が負傷し、疾病

にかかり、又は死亡したときは、「事故報告書」（様式第６号）により、速やかに甲に報

告するものとする。 
 （費用弁償の額） 
第６条 協定第１０条第１項第１号及び第２号に規定する費用の額は災害救助法施行細則

（昭和３５年埼玉県規則第２６号）及び災害救助法による救助の程度、方法及び期間並

びに実費弁償の基準（平成１３年埼玉県告示第３９３号）の定めるところによる。 

407



 

 
 

２ 協定第１０条第１項第３号に規定する扶助費については、災害救助法施行令（昭和２

２年政令第２２５号）の定めるところによる。 
３ 協定第１０条第１項第４号に規定する費用は、前各項に該当しない費用であって、甲

乙協議のうえ甲が弁償することが適当と認められた費用とする。 
 （費用弁償の請求） 
第７条 協定第１０条第１項第１号、第２号及び第４号に規定する費用については、乙が

各医療救護班分をとりまとめ、災害救助法施行細則に定める様式又は「費用弁償請求書」

（様式第７号）により甲に請求するものとする。 
２ 協定第１０条第１項第３号に規定する扶助費については、支給を受けようとする者が、

災害救助法施行細則に定める様式により、甲に請求するものとする。 
 
 （支払） 
第８条 甲は、前条の規定による費用弁償等について、乙又は扶助金申請者から請求を受

けた場合は、関係書類を確認の上、速やかに支払うものとする。 
 
  この細則の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その

１通を保有する。 
 
   平成２６年３月４日 
 
 
                  さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 
               甲  埼玉県 
 
 
                  埼玉県知事  上 田 清 司  ㊞ 
 
 
                  さいたま市浦和区仲町三丁目５番１号 
               乙  一般社団法人埼玉県医師会 
 
 
                  会   長  金 井 忠 男  ㊞ 
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様式第１号 
 

第    号 

 

○○ ○○ 様 

 

指定書 

 

 

あなたを埼玉県災害医療コーディネーターとして指定

します。 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

埼玉県知事 ○○ ○○ 

409



 

 
 

様式第２号 
 
                                 第     号 
                             平成  年  月  日 

 
 
 一般社団法人 埼玉県医師会長  様 
 
 
                         埼 玉 県 知 事 
 
 
    医療救護班の派遣について（依頼） 
 災害時の医療救護に関する協定第３条の規定により、下記のとおり医療救護班の派遣を

要請します。 
 

記 
 
 １ 派遣地域 
 
 ２ 派遣期間 
 
 ３ 派遣医療救護班の数 
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様式第２号の２ 
 
                                 第     号 
                             平成  年  月  日 

 
 
 一般社団法人 埼玉県医師会長  様 
 
 
                         埼 玉 県 知 事 
 
 
    医療救護班の派遣要請の変更について（依頼） 
 平成  年  月  日付け  第    号により要請した医療救護班の派遣につい

て、下記のとおり内容を変更します。 
 

記 
 
 １ 派遣地域 
 
 ２ 派遣期間 
 
 ３ 派遣医療救護班の数 
 
 ４ 変更の理由 
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様式第３号 
 

医 療 救 護 活 動 報 告 書                   
 
 
                    班  名                 
                    班長氏名                 
 

 月  日 活動場所 患者数 措置の概要 死体検案数 備  考 

  人  人  

計      
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様式第４号 
 

班 員 名 簿             
 
 
                     班  名                
 

職 種 氏   名 勤 務 先 住    所 従事期間 
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様式第５号 
 

医 薬 品 等 使 用 報 告 書                
 
                     班  名                
 

品  名 規  格 数 量 単  価 金  額 備 考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

計      
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様式第６号 
 

事 故 報 告 書           
 
 
 埼玉県知事 様 
 
 
                       一般社団法人埼玉県医師会 
                       会長             印 
 
 
 平成  年  月  日から平成  年  月  日までの医療救護活動において、下

記のとおり事故傷病（死亡）者が発生しましたので報告します。 
 

氏  名  性別 男・女 年齢 歳 

住  所  

班  名  職種  勤務先  

活動場所  

傷 病 名      程度   重症  中等症  軽症 

外来・入院（  月  日） 医療機関名  

受傷（発病） 
日 時      年  月  日     時   分 

場 所  

死   亡 
日 時      年  月  日     時   分 

場 所  

  
 事故発生時の状況 
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様式第７号 
 
 

費 用 弁 償 請 求 書               
 

平成  年  月  日 
 
 
 埼玉県知事 様 
 
 
                      一般社団法人埼玉県医師会 
                      会長               印 
 
 次の金額を請求します。 
 
 
       金額                  円 
 
 
 ただし、平成  年  月  日から平成  年  月  日までにおける災害時の 

医療救護活動に対する費用弁償額 
 
 
（費用弁償額請求明細書 別紙のとおり） 
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災害時の柔道整復師救護活動に関する協定書 

 

埼玉県（以下「甲」という。）と公益社団法人埼玉県柔道整復師会（以下「乙」という。）

とは、災害時の柔道整復師救護活動(以下「柔整師救護活動」という。)に関して、次のと

おり協定を締結する。 

 

（総則） 

第 1 条 この協定は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）、埼玉県地域防災計画

（以下「地域防災計画」という。）に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力

に関して、必要な事項を定めるものとする。 

 

（会員の派遣） 

第２条 甲は、災害対策基本法、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）、地域防災計画に

基づく医療救護活動（他の都道府県の区域において行われるものを含む。）を実施する

上で必要があると認めた場合は、乙に対して柔整師救護活動に関する協力を要請するも

のとする。 

２ 乙は、前項の定めにより甲から要請を受けた場合は、甲が指定する場所に乙が定める

公益社団法人埼玉県柔道整復師会正会員（埼玉県内において柔道整復師の資格を有する

者であって、乙の目的に賛同して入会した者。（以下「会員」という。））を派遣するもの

とする。 

 

（業務の内容） 

第３条 乙が派遣する会員は、甲が指定した場所において、柔整師救護活動を行うものと

する。 

２ 会員が行う柔整師救護活動は、次に掲げるものとする。なお、その業務は、柔道整復

師法（昭和４５年法律第１９号）に規定された業務の範囲内に限る。 

（1）骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷等の外傷に対する応急処置 

（2）包帯、三角巾、さらし、副子、湿布、膏薬、テーピング用のテープ（以下「衛生材料」

という。）の提供 

（3）その他状況に応じた必要な措置  

 

（会員の指揮） 

第４条 柔整師救護活動の総合調整を図るため、乙が派遣する会員に対する指揮及び柔整

師救護活動に係る連絡調整は、甲が指定する者が行うものとする。 

 

（衛生材料の確保） 

第５条 乙が派遣する会員が使用する衛生材料は、原則として乙が確保するものとする。 

 

（施術費用） 

（資料編）Ⅱ-2-6-5 
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第６条 この協定に基づき実施される柔整師救護活動における施術費用は、原則として無

料とする。 

２ 搬送先の医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。 

 

（費用弁償等） 

第７条 甲の要請に基づき、乙が柔整師救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲

が負担するものとする。 

（1）会員の派遣に要する経費 

（2）その他直接要する経費（衛生材料費） 

２ 前項の定めによる費用の額については、甲乙協議の上、別に定めるものとする。 

 

（会員の事故に係る補償） 

第８条 乙は、乙が派遣する会員の活動中における事故に対応するため傷害保険に加入し、

加入した傷害保険により補償される額を限度として当該事故に起因する傷害について

補償する。 

２ 前項の規定による補償等の範囲及び額については、乙が別に定める。 

 

（報告） 

第９条 乙は、柔整師救護活動を実施したときは、当該柔整師救護活動の終了後速やかに、

甲が別に定める様式により、柔整師救護活動に関する業務の実績を甲に報告するものと

する。 

２ 乙は、派遣する会員に事故が発生したときは、甲が別に定める様式により、速やかに

甲に報告するものとする。 

 

（細目）  

第１０条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 

 

（協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じた事項については、甲乙

協議のうえ定めるものとする。 

 

（有効期間等） 

第１２条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 31 年 3 月 31 日までとする。た

だし、この協定の有効期間の満了する日の 1 か月前までに、甲又は乙から何ら意思表示

がないときは、期間満了の日の翌日から起算して 1 年間延長するものとし、以降も同様

とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙双方記名押印の上、各自その１

通を保有する。 
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平成３０年１１月１３日 

                    

                   甲   さいたま市浦和区高砂 3-15-1 

 埼玉県        

 埼玉県知事  上 田 清 司 

 

乙   さいたま市北区宮原町 1-166-6 

公益社団法人埼玉県柔道整復師会 

                       会   長    渡 邊 寛 
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災害時の柔整師救護活動に関する実施細目 
  

埼玉県（以下「甲」という。）と公益社団法人埼玉県柔道整復師会（以下「乙」という。）

とは、平成３０年１１月１３日付けで締結した災害時の柔道整復師救護活動に関する協定

書（以下「協定」という。）第１０条の規定に基づき、協定の実施に関する取り扱いについ

て次のとおり定める。 
 
 
（派遣要請） 
第１条 協定第２条第１項の規定による要請は、原則として文書（様式第１号及び様式第

１号の２）により行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合には、口頭あるいは

他の手段により要請することができるものとする。 
 
（柔整師救護活動報告） 
第２条 乙は、協定第２条第２項により会員を派遣したときは、柔整師救護活動終了後速

やかに、次に掲げる書類を甲に提出するものとする。 
（1）柔整師救護活動報告書（様式第 2 号） 
（2）従事者名簿（様式第 3 号） 
（3）衛生材料使用報告書（様式第 4 号） 
 
（事故報告） 
第３条 乙は、協定第３条第２項に基づく柔整師救護活動において、会員が負傷し、疾病

にかかり、又は死亡したときは、「事故報告書」（様式第 5 号）により、速やかに甲に報

告するものとする。 
 
（費用弁償の額） 
第４条 協定第７条第１項第１号に規定する費用の額は、１日の出動につき、次の表の左

欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に定める額とする。 
区分 実費弁償の額 
柔道整復師 災害救助法による救助の程度、方法及び

期間並びに実費弁償の基準（平成 13 年 3
月 23 日告示第 393 号）の診療放射線技師

等の額とする。 
2 協定第７条第１項第２号に規定するその他直接要する経費（衛生材料費）の弁償額は

実費とする。  
 

（費用弁償の請求） 

第５条 協定第７条第１項第１号及び第２号に規定する費用については、乙が各会員分を

取りまとめ、災害救助法施行細則に定める様式又は「費用弁償請求書」（様式第 6 号）
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により甲に請求するものとする。 

 

（支払）  

第６条 甲は、前条の規定による費用弁償等について、乙から請求を受けた場合は、関係

書類を確認の上、速やかに支払うものとする。 
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様式第１号 

第  号 

年  月  日 

 

公益社団法人埼玉県柔道整復師会長様 

 

埼玉県知事  

 

会員の派遣について（依頼） 

 

災害時の柔道整復師救護活動に関する協定書第２条第１項の規定により、下記のとおり

貴会会員の派遣を要請します。 

 

記 

 

１ 派遣地域 

 

 

２ 派遣期間 

 

 

３ 派遣者の数 
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様式第１号の２ 

第  号 

年  月  日 

 

公益社団法人埼玉県柔道整復師会長様 

 

埼玉県知事  

 

会員の派遣要請の変更について（依頼） 

 

平成  年  月  日付け第  号により要請した会員の派遣について、下記のとお

り内容を変更します。 

 

記 

 

１ 派遣地域 

 

 

２ 派遣期間 

 

 

３ 派遣者の数 

 

 

４ 変更の理由 
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様式第 2 号 

 
柔整師救護活動報告書 

 
第  号 

年  月  日 

埼玉県知事 

 

公益社団法人埼玉県柔道整復師会長  

  

災害時の柔道整復師救護活動に関する実施細目第２条第１号の規定により、下記のとお

り報告いたします。 

                 記 

 

要請書の番号 
及び日付 

年  月  日   付け  第    号 

業 務 内 容  

実 施 期 日 年  月  日  ～   年  月  日 

実 施 場 所  

 
従事者氏名 

 

 
 
 

報告者氏名 
氏     名： 
連絡先電話番号： 

備     考  
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様式第 3 号 
 

従事者名簿 
 
                  班名： 
 

職 種 氏 名 勤務先 住 所 従事期間 
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様式第４号 
 

衛生材料使用報告書 
 
                班 名 
            

品名 規格 数量 単価 金額 備考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

計 － － －  － 
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様式第 5 号 
 

事故報告書 
 

第  号 

年  月  日 

埼玉県知事 

 

公益社団法人埼玉県柔道整復師会長  

 

平成 年 月 日から平成  年 月 日までの柔道整復師救護活動において、下記の

とおり事故傷病（死亡）者が発生しましたので報告いたします。 

 

氏  名        性別 男・女 年齢      歳 

住  所  

団 体 名  職種  勤務先  

活動場所  

傷 病 名  程度： 重症  中等症  軽傷 

外来・入院（  月  日） 医療機関名  

受傷（発病） 
 日 時 年  月  日  時  分 
 場 所  

死   亡 
 日 時 年  月  日  時  分 

 場 所  

 
 事故発生時の状況（詳細に記載すること） 
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様式第 6 号 
 

費用弁償請求書 
 

平成  年  月  日 
埼玉県知事 
 

公益社団法人埼玉県柔道整復師会 
 
会長            ㊞ 

 
次の金額を請求いたします。 

 
金額           円 

 

ただし、平成  年  月  日から 平成   年  月  日までにおける災害時

の柔道整復師救護活動に対する費用弁償額 

 
（費用弁償額請求明細書 別紙のとおり） 
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災害時のはり師・きゅう師救護活動に関する協定書 

 

埼玉県（以下「甲」という。）と公益社団法人埼玉県鍼灸師会（以下「乙」という。）と

は、災害時のはり師・きゅう師救護活動（以下「救護活動」という。）に関して、次のとお

り協定を締結する。 

 

（総則） 

第 1 条 この協定は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）、災害救助法（昭和 22

年法律第 118 号）、埼玉県地域防災計画（以下「地域防災計画」という。）に基づき、甲

が行う医療救護活動に対する乙の協力に関して、必要な事項を定めるものとする。 

 

（会員の派遣） 

第２条 甲は、災害対策基本法、災害救助法、地域防災計画に基づく医療救護活動（他の

都道府県の区域において行われるものを含む。）を実施する上で必要があると認めた場

合は、乙に対して救護活動の協力を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより甲から要請を受けた場合は、甲が指定する場所に乙が定める

公益社団法人埼玉県鍼灸師会の会員（埼玉県内においてはり師・きゅう師の資格を有す

る者であって、乙の目的に賛同して入会した者（以下「会員」という。））を派遣するも

のとする。 

 

（業務の内容） 

第３条 乙が派遣する会員は、甲が指定した場所において、救護活動を行うものとする。 

２ 会員が行う救護活動は、次に掲げるものとする。なお、その業務は、あん摩マッサー

ジ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和２２年法律第２１７号）に規定され

た業務の範囲に限る。 

（1）避難所等における はり・きゅうの施術及び療養上の相談 

（2）(1)に関する衛生材料等の提供 

（3）その他状況に応じた必要な措置 

 

（会員の指揮） 

第４条 救護活動の総合調整を図るため、乙が派遣する会員に対する指揮及び救護活動に

係る連絡調整は、甲が指定する者が行うものとする。 

 

（衛生材料の確保） 

第５条 乙が派遣する会員が使用する衛生材料は、原則として乙が確保するものとする。 

 

（施術費用） 

第６条 この協定に基づき実施される救護活動における施術費用は、原則として無料とす

る。 

（資料編）Ⅱ-2-6-6 
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２ 搬送先の医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。 

 

（費用弁償等） 

第７条 甲の要請に基づき、乙が救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担

するものとする。 

（1）会員の派遣に要する経費 

（2）その他直接要する経費（衛生材料費） 

２ 前項の定めによる費用の額については、甲乙協議の上、別に定めるものとする。 

 

（会員の事故に係る補償） 

第８条 乙は、乙が派遣する会員の活動中における事故に対応するため傷害保険に加入し、

加入した傷害保険により補償される額を限度として当該事故に起因する傷害について

補償する。 

２ 前項の規定による補償等の範囲及び額については、乙が別に定める。 

 

（報告） 

第９条 乙は、救護活動を実施したときは、当該救護活動の終了後速やかに、甲が別に定

める様式により、救護活動に関する業務の実績を甲に報告するものとする。 

２ 乙は、派遣する会員に事故が発生したときは、甲が別に定める様式により、速やかに

甲に報告するものとする。 

 

（細目）  

第１０条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 

 

（協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じた事項については、甲乙

協議のうえ定めるものとする。 

 

（有効期間等） 

第１２条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、こ

の協定の有効期間の満了する日の 1 か月前までに、甲又は乙から何ら意思表示がないと

きは、期間満了の日の翌日から起算して 1 年間延長するものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙双方記名押印の上、各自その１

通を保有する。 
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令和７年３月２１日 

                    

                 甲   さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 

埼玉県 

埼玉県知事  大 野 元 裕 

 

乙   さいたま市大宮区宮町ニ丁目３番地１ 

公益社団法人埼玉県鍼灸師会 

                     代表理事   山 口 智 
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災害時のはり師・きゅう師救護活動に関する実施細目 
  

埼玉県（以下「甲」という。）と公益社団法人埼玉県鍼灸師会（以下「乙」という。）と

は、令和７年３月２１日付けで締結した災害時のはり師・きゅう師救護活動に関する協定

書（以下「協定」という。）第１０条の規定に基づき、協定の実施に関する取り扱いについ

て次のとおり定める。 
 
 
（派遣要請） 
第１条 協定第２条第１項の規定による要請は、原則として文書（様式第１号及び様式第

１号の２）により行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合には、口頭あるいは

他の手段により要請することができるものとする。 
 
（はり師・きゅう師救護活動報告） 
第２条 乙は、協定第２条第２項により会員を派遣したときは、救護活動終了後速やかに、

次に掲げる書類を甲に提出するものとする。 
（1）はり師・きゅう師救護活動報告書（様式第 2 号） 
（2）従事者名簿（様式第 3 号） 
（3）衛生材料使用報告書（様式第 4 号） 
 
（事故報告） 
第３条 乙は、協定第３条第２項に基づく救護活動において、会員が負傷し、疾病にかか

り、又は死亡したときは、「事故報告書」（様式第 5 号）により、速やかに甲に報告する

ものとする。 
 
（費用弁償の額） 
第４条 協定第７条第１項第１号に規定する費用の額は、１日の出動につき、次の表の左

欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に定める額とする。 
区分 実費弁償の額 
はり師、きゅう師 災害救助法による救助の程度、方法及び

期間並びに実費弁償の基準（平成 13 年 3
月 23 日告示第 393 号）の診療放射線技師

等の額とする。 
2 協定第７条第１項第２号に規定するその他直接要する経費（衛生材料費）の弁償額は

実費とする。  
 

（費用弁償の請求） 

第５条 協定第７条第１項第１号及び第２号に規定する費用については、乙が各会員分を

取りまとめ、災害救助法施行細則に定める様式又は「費用弁償請求書」（様式第 6 号）
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により甲に請求するものとする。 

 

（支払）  

第６条 甲は、前条の規定による費用弁償等について、乙から請求を受けた場合は、関係

書類を確認の上、速やかに支払うものとする。 

 

 

 

令和７年３月２１日 

                    

           甲   さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 

埼玉県 

埼玉県知事  大 野 元 裕 

 

乙   さいたま市大宮区宮町ニ丁目３番地１ 

公益社団法人埼玉県鍼灸師会 

               代表理事   山 口 智 
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様式第１号 

第      号 

 年 月 日 

 

公益社団法人埼玉県鍼灸師会代表理事 様 

 

埼玉県知事  

 

会員の派遣について（依頼） 

 

災害時のはり師・きゅう師救護活動に関する協定書第２条第１項の規定により、下記の

とおり貴会会員の派遣を要請します。 

 

記 

 

１ 派遣地域 

 

 

２ 派遣期間 

 

 

３ 派遣者の数 
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様式第１号の２ 

第      号 

 年 月 日 

 

公益社団法人埼玉県鍼灸師会代表理事 様 

 

埼玉県知事  

 

会員の派遣要請の変更について（依頼） 

 

  年  月  日付け第  号により要請した会員の派遣について、下記のとおり内

容を変更します。 

 

記 

 

１ 派遣地域 

 

 

２ 派遣期間 

 

 

３ 派遣者の数 

 

 

４ 変更の理由 
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様式第 2 号 
 

はり師・きゅう師救護活動報告書 
 

第      号 

 年 月 日 

埼玉県知事 

 

公益社団法人埼玉県鍼灸師会代表理事 

  

災害時のはり師・きゅう師救護活動に関する実施細目第２条第１号の規定により、下記

のとおり報告いたします。 

                 記 

 

要請書の番号 
及び日付 

年  月  日   付け  第    号 

業 務 内 容  

実 施 期 日 年  月  日  ～   年  月  日 

実 施 場 所  

 
従事者氏名 

 

 
 
 

報告者氏名 
氏     名： 
連絡先電話番号： 

備     考  
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様式第 3 号 
 

従事者名簿 
 
                  班名： 
 

職 種 氏 名 勤務先 住 所 従事場所 従事期間 
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様式第４号 
 

衛生材料使用報告書 
 
                班 名 
            

品名 規格 数量 単価 金額 備考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

計 － － －  － 
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様式第 5 号 
 

事故報告書 
 

第      号 

 年 月 日 

埼玉県知事 

 

公益社団法人埼玉県鍼灸師会代表理事  

 

  年  月  日から  年  月  日までのはり師・きゅう師救護活動において、

下記のとおり事故傷病（死亡）者が発生しましたので報告いたします。 

 

氏  名        性別 男・女 年齢      歳 

住  所  

団 体 名  職種  勤務先  

活動場所  

傷 病 名  程度： 重症  中等症  軽傷 

外来・入院（  月  日） 医療機関名  

受傷（発病） 
 日 時 年  月  日  時  分 
 場 所  

死   亡 
 日 時 年  月  日  時  分 

 場 所  

 
 事故発生時の状況（詳細に記載すること） 
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様式第 6 号 
 

費用弁償請求書 
 

  年  月  日 
埼玉県知事 
 

公益社団法人埼玉県鍼灸師会 
 
代表理事            

 
次の金額を請求いたします。 

 
金額           円 

 

ただし、  年  月  日から  年  月  日までにおける災害時のはり師・き

ゅう師救護活動に対する費用弁償額 

 
（費用弁償額請求明細書 別紙のとおり） 
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災害時のあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師救護活動に関する協定書 

 

埼玉県（以下「甲」という。）と公益社団法人埼玉県鍼灸マッサージ師会（以下「乙」と

いう。）とは、災害時のあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師救護活動（以下「救護

活動」という。）に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第 1 条 この協定は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）、災害救助法（昭和 22

年法律第 118 号）、埼玉県地域防災計画（以下「地域防災計画」という。）に基づき、甲

が行う医療救護活動に対する乙の協力に関して、必要な事項を定めるものとする。 

 

（会員の派遣） 

第２条 甲は、災害対策基本法、災害救助法、地域防災計画に基づく医療救護活動（他の

都道府県の区域において行われるものを含む。）を実施する上で必要があると認めた場

合は、乙に対して救護活動の協力を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の定めにより甲から要請を受けた場合は、甲が指定する場所に乙が定める

公益社団法人埼玉県鍼灸マッサージ師会の会員（埼玉県内においてあん摩マッサージ指

圧師・はり師・きゅう師の資格を有する者であって、乙の目的に賛同して入会した者（以

下「会員」という。））を派遣するものとする。 

 

（業務の内容） 

第３条 乙が派遣する会員は、甲が指定した場所において、救護活動を行うものとする。 

２ 会員が行う救護活動は、次に掲げるものとする。なお、その業務は、あん摩マッサー

ジ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和２２年法律第２１７号）に規定され

た業務の範囲に限る。 

（1）避難所等における あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの施術及び療養上の相談 

（2）(1)に関する衛生材料等の提供 

（3）その他状況に応じた必要な措置 

 

（会員の指揮） 

第４条 救護活動の総合調整を図るため、乙が派遣する会員に対する指揮及び救護活動に

係る連絡調整は、甲が指定する者が行うものとする。 

 

（衛生材料の確保） 

第５条 乙が派遣する会員が使用する衛生材料は、原則として乙が確保するものとする。 

 

（施術費用） 

第６条 この協定に基づき実施される救護活動における施術費用は、原則として無料とす

る。 

（資料編）Ⅱ-2-6-7 
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２ 搬送先の医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。 

 

（費用弁償等） 

第７条 甲の要請に基づき、乙が救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担

するものとする。 

（1）会員の派遣に要する経費 

（2）その他直接要する経費（衛生材料費） 

２ 前項の定めによる費用の額については、甲乙協議の上、別に定めるものとする。 

 

（会員の事故に係る補償） 

第８条 乙は、乙が派遣する会員の活動中における事故に対応するため傷害保険に加入し、

加入した傷害保険により補償される額を限度として当該事故に起因する傷害について

補償する。 

２ 前項の規定による補償等の範囲及び額については、乙が別に定める。 

 

（報告） 

第９条 乙は、救護活動を実施したときは、当該救護活動の終了後速やかに、甲が別に定

める様式により、救護活動に関する業務の実績を甲に報告するものとする。 

２ 乙は、派遣する会員に事故が発生したときは、甲が別に定める様式により、速やかに

甲に報告するものとする。 

 

（細目）  

第１０条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 

 

（協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じた事項については、甲乙

協議のうえ定めるものとする。 

 

（有効期間等） 

第１２条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、こ

の協定の有効期間の満了する日の 1 か月前までに、甲又は乙から何ら意思表示がないと

きは、期間満了の日の翌日から起算して 1 年間延長するものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙双方記名押印の上、各自その１

通を保有する。 
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令和７年３月２１日 

                    

                 甲   さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 

埼玉県 

埼玉県知事  大 野 元 裕 

 

乙   熊谷市上之１７７７番地４ 

公益社団法人埼玉県鍼灸マッサージ師会 

                     代表理事   山 岸 克 也 
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災害時のあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師救護活動に関する実施細目 
  

埼玉県（以下「甲」という。）と公益社団法人埼玉県鍼灸マッサージ師会（以下「乙」と

いう。）とは、令和７年３月２１日付けで締結した災害時のあん摩マッサージ指圧師・は

り師・きゅう師救護活動に関する協定書（以下「協定」という。）第１０条の規定に基づ

き、協定の実施に関する取り扱いについて次のとおり定める。 
 
 
（派遣要請） 
第１条 協定第２条第１項の規定による要請は、原則として文書（様式第１号及び様式第

１号の２）により行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合には、口頭あるいは

他の手段により要請することができるものとする。 
 
（あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師救護活動報告） 
第２条 乙は、協定第２条第２項により会員を派遣したときは、救護活動終了後速やかに、

次に掲げる書類を甲に提出するものとする。 
（1）あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師救護活動報告書（様式第 2 号） 
（2）従事者名簿（様式第 3 号） 
（3）衛生材料使用報告書（様式第 4 号） 
 
（事故報告） 
第３条 乙は、協定第３条第２項に基づく救護活動において、会員が負傷し、疾病にかか

り、又は死亡したときは、「事故報告書」（様式第 5 号）により、速やかに甲に報告する

ものとする。 
 
（費用弁償の額） 
第４条 協定第７条第１項第１号に規定する費用の額は、１日の出動につき、次の表の左

欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に定める額とする。 
区分 実費弁償の額 
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう

師 
災害救助法による救助の程度、方法及び

期間並びに実費弁償の基準（平成 13 年 3
月 23 日告示第 393 号）の診療放射線技師

等の額とする。 
2 協定第７条第１項第２号に規定するその他直接要する経費（衛生材料費）の弁償額は

実費とする。  
 

（費用弁償の請求） 

第５条 協定第７条第１項第１号及び第２号に規定する費用については、乙が各会員分を

取りまとめ、災害救助法施行細則に定める様式又は「費用弁償請求書」（様式第 6 号）
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により甲に請求するものとする。 

 

（支払）  

第６条 甲は、前条の規定による費用弁償等について、乙から請求を受けた場合は、関係

書類を確認の上、速やかに支払うものとする。 

 

 

 

令和７年３月２１日 

 

           甲   さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 

埼玉県 

埼玉県知事  大 野 元 裕 

 

乙   熊谷市上之１７７７番地４ 

公益社団法人埼玉県鍼灸マッサージ師会 

               代表理事   山 岸 克 也 
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様式第１号 

第      号 

 年 月 日 

 

公益社団法人埼玉県鍼灸マッサージ師会代表理事 様 

 

埼玉県知事  

 

会員の派遣について（依頼） 

 

災害時のあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師救護活動に関する協定書第２条第

１項の規定により、下記のとおり貴会会員の派遣を要請します。 

 

記 

 

１ 派遣地域 

 

 

２ 派遣期間 

 

 

３ 派遣者の数 
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様式第１号の２ 

第      号 

 年 月 日 

 

公益社団法人埼玉県鍼灸マッサージ師会代表理事 様 

 

埼玉県知事  

 

会員の派遣要請の変更について（依頼） 

 

  年  月  日付け第  号により要請した会員の派遣について、下記のとおり内

容を変更します。 

 

記 

 

１ 派遣地域 

 

 

２ 派遣期間 

 

 

３ 派遣者の数 

 

 

４ 変更の理由 
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様式第 2 号 
 

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師救護活動報告書 
 

第      号 

 年 月 日 

埼玉県知事 

 

公益社団法人埼玉県鍼灸マッサージ師会代表理事  

  

災害時のあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師救護活動に関する実施細目第２条

第１号の規定により、下記のとおり報告いたします。 

                 記 

 

要請書の番号 
及び日付 

年  月  日   付け  第    号 

業 務 内 容  

実 施 期 日 年  月  日  ～   年  月  日 

実 施 場 所  

 
従事者氏名 

 

 
 
 

報告者氏名 
氏     名： 
連絡先電話番号： 

備     考  
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様式第 3 号 
 

従事者名簿 
 
                  班名： 
 

職 種 氏 名 勤務先 住 所 従事場所 従事期間 
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様式第４号 
 

衛生材料使用報告書 
 
                班 名 
            

品名 規格 数量 単価 金額 備考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

計 － － －  － 
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様式第 5 号 
 

事故報告書 
 

第      号 

 年 月 日 

埼玉県知事 

 

公益社団法人埼玉県鍼灸マッサージ師会代表理事  

 

  年  月  日から  年  月  日までのあん摩マッサージ指圧師・はり師・

きゅう師救護活動において、下記のとおり事故傷病（死亡）者が発生しましたので報告い

たします。 

 

氏  名        性別 男・女 年齢      歳 

住  所  

団 体 名  職種  勤務先  

活動場所  

傷 病 名  程度： 重症  中等症  軽傷 

外来・入院（  月  日） 医療機関名  

受傷（発病） 
 日 時 年  月  日  時  分 
 場 所  

死   亡 
 日 時 年  月  日  時  分 

 場 所  

 
 事故発生時の状況（詳細に記載すること） 
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様式第 6 号 
 

費用弁償請求書 
 

  年  月  日 
埼玉県知事 
 

公益社団法人埼玉県鍼灸マッサージ師会 
 

代表理事              
 

次の金額を請求いたします。 
 

金額           円 
 

ただし、  年  月  日から  年  月  日までにおける災害時のあん摩マッ

サージ指圧師・はり師・きゅう師救護活動に対する費用弁償額 

 
（費用弁償額請求明細書 別紙のとおり） 
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 1
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（資料編Ⅱ-2-6-9）災害時の歯科医療救護に関する協定書 

 

災害時の歯科医療救護に関する協定書 

 

 埼玉県（以下「甲」という。）と一般社団法人埼玉県歯科医師会（以下「乙」という。）

とは、災害時の歯科医療救護に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、埼玉県地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が行

う歯科医療救護活動に対する乙の協力について、必要な事項を定めるものとする。 

２ 甲は、市町村地域防災計画に基づき市町村が行う歯科医療救護活動について、各市町

村が本協定に準じて郡市歯科医師会の協力を得て実施できるよう、必要な調整を行うも

のとする。 

３ 乙は、郡市歯科医師会に対し、前項に定める市町村が行う歯科医療救護活動が円滑に

行われるよう、必要な調整を行うものとする。 

 （歯科医療救護計画） 

第２条 乙は、甲の要請に基づく歯科医療救護活動の円滑な実施を図るため、歯科医療救

護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。 

２ 乙は、歯科医療救護計画を変更したときは、速やかに変更後の歯科医療救護計画を甲

に提出するものとする。 

 （歯科医療救護チームの派遣） 

第３条 甲は、歯科医療救護活動を実施する上で必要があると認めた場合は、乙に対して

歯科医療救護チームの派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の要請を受けたときは、前条に規定する歯科医療救護計画に基づき、速や

かに歯科医療救護チームを編成し、救護所等に派遣するものとする。 

 （歯科医療救護チームに対する指揮） 

第４条 歯科医療救護チームに対する指揮及び歯科医療救護活動に係る連絡調整は、甲の

指定する者が行うものとする。 

 （歯科医療救護チームの業務） 

第５条 乙が派遣する歯科医療救護チームは、甲又は市町村が避難所、災害現場等に設置

する救護所において歯科医療救護活動を行うものとする。 

２ 歯科医療救護チームの業務は、次のとおりとする。 

 一 傷病者のスクリーニング（症状判別） 

 二 傷病者に対する応急処置の実施及び必要な歯科医療の提供 

 三 傷病者の後方医療機関への転送の要否 

 四 検視・検案に際しての法歯学上の協力（身元確認） 

 五 被災者に対する歯科医療の提供及び口腔ケア活動 

 六 その他必要な措置 

（歯科医療救護チームの輸送） 

第６条 甲は、歯科医療救護活動が円滑に実施できるよう、歯科医療救護チームの輸送に

ついて必要な措置をとるものとする。 

 （医薬品等の確保） 

第７条 乙が派遣する歯科医療救護チームが使用する医薬品等は、当該歯科医療救護チー

ムが携行するもののほか、原則として甲が確保するものとする。 

455



 

 
 

 （医療費） 

第８条 救護所における医療費は、無料とする。 

２ 搬送先の医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。 

 （費用弁償） 

第９条 甲の要請により、乙が行う歯科医療救護活動に要する費用のうち、次に掲げる費

用は甲の負担とする。 

 一 歯科医療救護チームの編成及び派遣に要する経費 

 二 歯科医療救護チームが携行した医薬品等を使用した場合の実費 

 三 歯科医療救護チーム員が歯科医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死

亡した場合の扶助費 

 四 前各号に定めるもののほか、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と認

めた経費 

２ 前項に定める費用の額については、別に定める。 

 （訓練） 

第 10 条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する訓練に参加するよう努めるもの

とする。 

 （他都道府県等からの派遣要請への協力） 

第 11 条 甲が災害時における応援協定等を締結している都道府県等に歯科医療救護チーム

を派遣する必要がある場合には、乙は可能な限りこれに協力するものとする。 

２ 前項の規定により乙が県外で歯科医療救護活動を行う場合には、その取扱いについて

別に定めがない限りこの協定の規定を準用するものとする。 

 （細則） 

第 12 条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。 

 （協議） 

第 13 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲

乙協議のうえ定めるものとする。 

（有効期間） 

第 14 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この

協定の有効期間満了の日の１か月前までに、甲乙いずれからも何ら意志表示がなされな

いときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものとし、

以降も同様とする。 

  

 この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その一

通を保有する。 

 

  平成２６年４月２１日 

 

                さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 

             甲  埼玉県 

                埼玉県知事  上 田 清 司 

 

                さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目２番６５号 

             乙  一般社団法人 埼玉県歯科医師会 

                会   長  島 田   篤 
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災害時の歯科医療救護に関する協定実施細則 

 

 埼玉県（以下「甲」という。）と一般社団法人埼玉県歯科医師会（以下「乙」という。）

とは、平成２６年４月２１日付けで締結した災害時の歯科医療救護に関する協定書（以下

「協定」という。）第１２条の規定に基づき、協定の実施に関する取り扱いについて次のと

おり定める。 

 

 （歯科医療救護計画） 

第１条 協定第２条の歯科医療救護計画は、次の事項について定める。 

 一 歯科医療救護チームの編成計画 

 二 歯科医療救護チームの活動計画 

 三 郡市歯科医師会等関係機関との通信連絡計画 

 四 指揮系統 

 五 その他必要な事項 

 （派遣要請） 

第２条 協定第３条の歯科医療救護チームの派遣要請は文書（様式第１号及び様式第１号

の２）により行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合には、口頭あるいは他の

手段により要請することができるものとする。 

 （歯科医療救護活動の報告） 

第３条 乙は、協定第３条の規定により歯科医療救護チームを派遣したときは、歯科医療

救護活動終了後速やかに、次に掲げる書類を甲に提出するものとする。 

 一 歯科医療救護活動報告書（様式第２号） 

 二 チーム員名簿（様式第３号） 

 三 医薬品等使用報告書（様式第４号） 

 （事故報告） 

第４条 乙は、協定第３条に基づく歯科医療救護活動において、歯科医療救護チーム員が

負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、「事故報告書」（様式第５号）により、速

やかに甲に報告するものとする。 

 （費用弁償の額） 

第５条 協定第９条第１項第１号及び第２号に規定する費用の額は災害救助法施行細則

（昭和３５年埼玉県規則第２６号）及び災害救助法による救助の程度、方法及び期間並

びに実費弁償の基準（平成１３年埼玉県告示第３９３号）の定めるところによる。 

  

２ 協定第９条第１項第３号に規定する扶助費については、災害救助法施行令（昭和２２

年政令第２２５号）の定めるところによる。 

３ 協定第９条第１項第４号に規定する費用は、前各項に該当しない費用であって、甲乙

協議のうえ甲が弁償することが適当と認められた費用とする。 

 （費用弁償の請求） 

第６条 協定第９条第１項第１号、第２号及び第４号に規定する費用については、乙が各

歯科医療救護チーム分をとりまとめ、災害救助法施行細則に定める様式又は「費用弁償

請求書」（様式第６号）により甲に請求するものとする。 

２ 協定第９条第１項第３号に規定する扶助費については、支給を受けようとする者が、

災害救助法施行細則に定める様式により、甲に請求するものとする。 

 （支払） 
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第７条 甲は、前条の規定による費用弁償等について、乙又は扶助金申請者から請求を受

けた場合は、関係書類を確認の上、速やかに支払うものとする。 

 

 この細則の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その一

通を保有する。 

 

 

   平成２６年４月２１日 

                 

 

                  さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 

             甲  埼玉県 

                埼玉県知事  上 田 清 司 

 

 

                さいたま市浦和区針ヶ谷四丁目２番６５号 

             乙  一般社団法人 埼玉県歯科医師会 

                会   長  島 田   篤 
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様式第１号 

 

    第     号 

平成  年  月  日 

 
 

 一般社団法人 埼玉県歯科医師会長 様 

 
 

                             埼玉県知事 

 
 

歯科医療救護チームの派遣について（依頼） 

  

災害時の歯科医療救護に関する協定第３条の規定により、下記のとおり歯科

医療救護チームの派遣を要請します。 

記 

 １ 派遣地域 

 

 ２ 派遣期間 

 

 ３ 派遣歯科医療救護チームの数 
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様式第１号の２ 

 

    第     号 

平成  年  月  日 

 

 一般社団法人 埼玉県歯科医師会長 様 

 
 

                              埼玉県知事 

 
 

歯科医療救護チームの派遣要請の変更について（依頼） 

  

平成  年  月  日付第    号により要請した歯科医療救護チーム

の派遣について、下記のとおり内容を変更します。 

 

記 

 

 １ 派遣地域 

 

 ２ 派遣期間 

 

 ３ 派遣歯科医療救護チームの数 

 

 ４ 変更の理由 
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様式第２号 

歯 科 医 療 救 護 活 動 報 告 書 

                    チーム名            

                    責任者名            

 

 月  日 活動場所 患者数 措置の概要 検視・検案 
の協力数 備  考 

  人  人  

計 
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様式第３号 

 

歯科医療救護チーム員名簿 

 
 

                     チーム名             

 

職 種 氏   名 勤 務 先 住    所 従事期間 
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様式第４号 

医 薬 品 等 使 用 報 告 書                

 

                     チーム名            

 

品  名 規  格 数 量 単  価 金  額 備 考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

計      
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様式第５号 

事 故 報 告 書           

 埼玉県知事 様 

 

                    一般社団法人埼玉県歯科医師会 

                       会長         印 

 平成  年  月  日から平成  年  月  日までの歯科医療救護活

動において、下記のとおり事故傷病（死亡）者が発生しましたので報告します。 

 

氏  名  性別 男・女 年齢 歳 

住  所  

チーム名  職種  勤務先  

活動場所  

傷 病 名      程度   重症  中等症  軽症 

外来・入院（  月  日） 医療機関名  

受傷（発病） 
日 時      年  月  日     時   分 

場 所  

死   亡 
日 時      年  月  日     時   分 

場 所  

  
 事故発生時の状況 

464



 

 
 

様式第６号 

 

費 用 弁 償 請 求 書               

 

平成  年  月  日 

 

 埼玉県知事 様 

 
 

                    一般社団法人埼玉県歯科医師会 

                       会長         印 

 
 
 

 平成  年  月  日から平成  年  月  日までにおける災害時の

歯科医療救護活動に対する費用弁償額として、次の金額を請求します。 

 
 
 

       金額                  円 

 
 

（費用弁償額請求明細書 別紙のとおり） 
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（資料編Ⅱ-2-6-10）血液センター 

    施      設      名     所      在      地  郵便番号   電    話 

埼玉県赤十字血液センター 

埼玉県赤十字血液センター日高事業所 

埼玉県赤十字血液センター熊谷出張所 

さいたま市見沼区深作955-1 

日高市高萩1370-12 

熊谷市奈良新田398-1 

337-0003 

350-1213 

360-0806 

048-684-1511 

042-985-6111 

048-525-1330 

（注） 常時２４時間体制で供給する。 

 

 

（資料編Ⅱ-2-6-11）火葬場の応援要領 

 

 

            埼    玉    県 

 

            災 害 対 策 本 部 

               ｜ ｜           ｜    ｜              ｜ 

           報告↑ ↓連絡調整       ｜    ↑応援要否回答       ↑報告 

               ｜ ｜   応援要否照会↓    ｜                  ｜ 

               ｜ ｜           ｜    ｜              ｜ 

 

  応援可能 

  火 葬 場      

 

――→― 

連絡調整 

―←―― 

 

  被災市町村        

   災害対策本部 

 

―←―― 

 報告 

 

 被 災 

 火葬場 

            ｜                          ｜ 

            ↑搬送                     ↓連絡 

            ｜                     ｜ 

            ｜ 

            ｜ 

            └――――――― 

    遺族（遺体） 

 

    葬祭業者等 
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災害時及び新興感染症の発生・まん延時の 
災害支援ナース派遣調整業務に関する協定 

 
 

埼玉県（以下「甲」という。）と公益社団法人埼玉県看護協会（以下「乙」という。）とは、災
害支援ナースの派遣調整業務に関して、次のとおり協定を締結する。 
 
 （目的） 
第１条  この協定は、医療法（昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。）及び埼玉県地域防災

計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が行う災害支援ナース（医療法第 30 条の 12
の２第１項の規定に基づき登録するものをいう。以下同じ。）を被災地の医療機関や避難所等
に派遣するための調整（以下「派遣調整」という。）に対する乙の協力について、必要な事項
を定めるものとする。 

 
 （災害支援ナースの派遣調整） 
第２条  甲は、法及び防災計画に基づく災害支援ナースの派遣調整を実施する上で必要があると認

めたときは、乙に対し、甲の責任において派遣調整を要請するものとする。 
２ 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに災害支援ナースが所属する施設との連絡・調整を

行い、派遣を行うことが可能な災害支援ナースの人数、期間等を聴取する。 
３ 乙は、甲及び災害支援ナースが所属する施設と緊密に連携しつつ、派遣先との間で、災害支援

ナースのスケジュール、業務内容等の調整を行う。                                        
４ 乙は、前項に掲げる業務のほか、実際の状況等に応じて、派遣調整の実施に当たって必要とな

る業務を実施する。 
 
 （災害支援ナースに対する派遣調整の指揮） 
第３条  円滑な派遣調整を実施するため、災害支援ナースに対する指揮及び活動の連絡調整は、乙

の中から、甲が指定する災害派遣コーディネーターが行うものとする。 
 

（費用弁償） 
第４条  この協定に基づき、乙が派遣調整を実施した場合に要する次の費用は、予算の範囲内で甲

の負担とする。 
（１）災害支援ナースの派遣調整に要した日当、超過勤務手当、旅費等の実費 
（２）災害支援ナースの派遣調整に要した消耗品費及び事務費の実費 
（３）前各号以外で、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と認める費用 
 
 （細目） 
第５条  この協定を実施するための必要な事項については、別に定めるものとする。 

（資料編）Ⅱ-2-6-12 
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 （協議） 
第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義を生じた事項については、甲乙協議して

定めるものとする。 
 
 （有効期間） 
第７条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して１年間とする。ただし、この協定の有

効期間満了の日の１か月前までに、甲、乙いずれからも更新しない旨の申し出がない場合は、有
効期間満了の日から起算して１年間更新されるものとし、以降も同様とする。 

 
この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙両者記名・押印の上、各自１通を保有

するものとする。 
 

令和７年４月１日 
 
                      さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 

        甲 埼玉県 
       

 
                        埼玉県知事  大野 元裕 
 
 

                 さいたま市西区西大宮三丁目３番地 
          乙 公益社団法人埼玉県看護協会 

 
 

       会 長  澤登 智子 
 
   

468



様式第１号

　　　　年　　月　　日

職種

日付

始期 終期

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

活動時間

災害支援ナース派遣調整報告書

調整内容
（活動内容）

氏名（漢字） 活動場所保健師
助産師
看護師
事務職
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様式第１号

　　　　年　　月　　日

職種

日付

始期 終期

○/○ 埼玉　花子 看護師 埼玉県看護協会内 15：00 ～ 23：45
・派遣可能な災害支援ナースの数について協定締結医療機関へ照会
・被害状況の情報収集
・日本看護協会、埼玉県との情報共有・調整

○/○ ～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

災害支援ナース派遣調整報告書

※活動時間
・原則1日の活動時間は休憩1時間を含めた8時間45分とする。これ以上に活動した場合は時間外対応となる。
・オンコールによる待機時間は活動時間に含まれないため、実際に電話対応やその後の調整に要した時間を活動時間とする。

氏名（漢字） 活動場所

活動時間
調整内容

（活動内容）
保健師
助産師
看護師
事務職

1日ごとに活動時間、活動内容について記
載をする。
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　　　　年　　月　　日

職種

始期 終期
活動
時間

始期 終期
活動
時間

始期 終期
活動
時間

始期 終期
活動
時間

始期 終期
活動
時間

始期 終期
活動
時間

始期 終期
活動
時間

1 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

2 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

3 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

4 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

5 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

6 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

7 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

8 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

9 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

10 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

11 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

12 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

13 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

14 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

15 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

16 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

17 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

18 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

19 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

20 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

21 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

22 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

23 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

24 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

25 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

26 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

27 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

28 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

29 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

30 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

※派遣者数にあわせ、適宜、記入欄を下に追加すること。

保健師
助産師
看護師

○/○ ○/○ ○/○ ○/○ ○/○ ○/○ ○/○

様式第２号

災害支援ナース活動実績報告書

No. 班名 氏名（漢字） 所属又は勤務施設名 活動場所

活動実績
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　　　　年　　月　　日

職種

始期 終期
活動
時間

始期 終期
活動
時間

始期 終期
活動
時間

始期 終期
活動
時間

始期 終期
活動
時間

始期 終期
活動
時間

始期 終期
活動
時間

1 １班 埼玉　太郎 ○○病院 看護師
○○体育館（避難所）
○○病院

21：00 ～ 8：30 11.5 10：00 ～ 23：00 13 8：30 ～ 17：15 8.75 8：30 ～ 17：15 8.75 8：30 ～ 17：15 8.75 ～ ～

2 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

3 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

4 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

5 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

6 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

7 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

8 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

9 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

10 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

11 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

12 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

13 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

14 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

15 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

16 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

17 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

18 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

19 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

20 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

21 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

22 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

23 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

24 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

25 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

26 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

27 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

28 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

29 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

30 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

※派遣者数にあわせ、適宜、記入欄を下に追加すること。

○/○ ○/○ ○/○ ○/○ ○/○ ○/○ ○/○

様式第２号

災害支援ナース活動実績報告書

活動実績

※活動時間
・原則1日の活動時間は休憩1時間を含めた8時間45分とする。これ以上に活動した場合は時間外対応となる。
・活動時間の始期は原則活動場所についた時からとし、公共交通機関等が使用できず、活動場所に直接むかわずに別の集合場所に集まることとなった場合は、集合場所についた時からとする。また、前泊が必要な場合は宿泊地についた時からとする。
・活動時間の終期は原則活動場所での看護活動が終了した時とし、公共交通機関等が使用できず、借り上げバス等を使用した場合、バスが解散場所に到着した時とする。

活動場所No. 班名 氏名（漢字） 所属又は勤務施設名 保健師
助産師
看護師

活動場所が複数ある場合はす
べて記載する。

前泊、後泊等実際の活動時間以外の待機
時間については、セルを着色する。 活動時間の始期と終期は休憩時間を含む時間

を記載する。
実績を算出する際、休憩時間は1時間取得し
たものとみなし、一律に活動時間から1時間
引くこととする。
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様式第３号

  年  月  日
消耗品費、事務費

品 名 規 格 数 量 単 価 金 額 備 考

消耗品・事務費等報告書
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職種

籍番号
都道府県

名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

※修了者数にあわせ、適宜、記入欄を下に追加すること。

性別 メールアドレス
電話番号
（個人）

所属する病院または診療所の
名称及び所在地など

災害支援ナース養成研修　修了者リスト

保健師
助産師
看護師

姓
（カナ）

名
（カナ）

保健師・助産師・看護師籍又は
准看護師籍の登録番号

保健師 助産師 看護師

准看護師

修了年月日保険医療機関番号
病院又は
診療所の
場合○

様式第５号

○年○月○日実施分

No. 姓 名 生年月日

災害支援ナース養成研修課程
修了年月日

有・無 勤務施設名 勤務施設名（カナ）
勤務先

所在都道
府県

登録証№ 有効年月日郵便番号 住所
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災害時及び新興感染症発生・まん延時の 
災害支援ナース派遣調整業務に関する協定実施細則 

 
 

埼玉県（以下「甲」という。）と公益社団法人埼玉県看護協会（以下「乙」という。）
とは、令和７年４月１日付けで締結した災害時及び新興感染症発生・まん延時の災害支
援ナース派遣調整業務に関する協定（以下「協定」という。）の実施について、次のと
おり細則を締結する。 
 
（派遣先の定義） 
第１条 協定第２条第３項の規定にある派遣先については、原則として県内及び県外の

被災施設及び避難所並びに新興感染症の拡大・まん延により看護職員の支援が必要な
施設とする。 

 
（災害派遣コーディネーターの業務内容） 
第２条 協定第３条の規定にある災害派遣コーディネーターは、主に次に掲げる事項の

業務を行うこととする。 
（１） 埼玉県保健医療福祉調整本部への参画 
（２） 円滑な派遣を実施するための情報収集 
（３）派遣可能な災害支援ナースの人数、期間等の聴取 
（４）派遣先との業務内容や派遣期間の調整 
 
（災害支援ナースの派遣調整の報告） 
第３条 乙は、協定第２条第２項及び第３項の規定に基づき災害支援ナースの派遣調整

を実施したときは、速やかに、次に掲げる書類を甲に提出するものとする。 
（１）災害支援ナース派遣調整報告書（様式第１号） 
（２）災害支援ナース活動実績報告書（様式第２号） 
（３）消耗品・事務費等報告書（様式第３号） 
 
（事故報告書） 
第４条 乙は、災害支援ナースが負傷し、疾病にかかり又は障害の状態となり、あるい

は死亡したときは、「事故報告書」（様式第４号）により、速やかに甲に報告するもの
とする。 

 
 

（資料編）Ⅱ-2-6-13 
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（災害支援ナースのリスト整備） 
第５条 乙は、協定第２条第２項及び第３項の規定に基づく派遣調整を速やかに実施す

るため、災害支援ナースの養成に必要な研修を受けた者について「災害支援ナース養
成研修修了者リスト」（様式第５号）に記載し、甲に提出するものとする。 

 
（費用弁償の請求） 
第６条 協定第４条第１項に規定する費用については、乙が「費用弁償請求書」（様式

第６号）により甲に請求するものとする。 
 
（支払） 
第７条 甲は、前条の規定による費用弁償について、乙から請求を受理したときは、関

係書類を確認の上、速やかに支払うものとする。 
 
 
 この細則の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙両者記名・押印の上、各自
１通を保有するものとする。 
 

令和７年４月１日 
 
                  さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 

    甲 埼玉県 
       

 
                    埼玉県知事  大野 元裕 

 
 
             さいたま市西区西大宮三丁目３番地 

      乙 公益社団法人埼玉県看護協会 
 
 

   会 長  澤登 智子 
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様式第４号 

事 故 報 告 書 
年 月 日  

 
     年 月 日から   年 月 日までの災害支援ナースの派遣において、下記のとお

り事故傷病（死亡）者が発生したので報告します。 
 
 埼玉県知事 様 
 

公益社団法人埼玉県看護協会       
会 長              

 

ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ 
氏 名 

 
 

性 別 男・女 生年月日 
  年  月  日 

（   ）歳 

住 所  

班 名  職 種  勤務先  

診 断 名  程 度 重症・中等症・軽症 

外来・入院日 （    月    日） 
医療機関名 
（連絡先） 

 
（          ） 

 受傷（発病） 

日 時        年    月    日      時   分 

場 所  

原 因  

死    亡 

日 時        年    月    日      時   分 

場 所  

原 因  

状 況 
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様式第６号 

 

費 用 弁 償 請 求 書 
 

年  月  日  
 

埼玉県知事  様 
 
 

公益社団法人埼玉県看護協会    
会 長             印 

 
 

   年 月 日から   年 月 日までにおける災害支援ナースの派遣調整業務に対す

る費用弁償について、次の金額を請求します。 
 

金             円 
 

※各種経費の根拠となる資料（支出状況がわかるもの）を添付すること。 

経費区分 金   額 説     明 
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確 認 書 
 
 平成２８年３月２８日付けで埼玉県（ 以下「甲」という。）と公益社団法人埼玉県

看護協会（以下「乙」という。）との間で締結した災害時の看護職医療救護活動に関す

る協定書（以下、「原協定書」という。）及び同協定実施細則（以下、「原協定実施細則」）

について、次のとおり確認する。 
 
 
１．公益社団法人埼玉県看護協会会の所在地を埼玉県さいたま市西区西大宮３－３に

改める。 
 
２．条項については、原協定書及び協定実施細則のとおりとする。 
 
 
 
 
 この確認の証として、本通２通を作成し、甲、乙それぞれ押印の上、各１通を原協

定書及び協定実施細則とともに保有する。 
 
               令和元年９月２０日 
              甲 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 
 
 
                 埼玉県知事  大 野 元 裕 
 
 
 
              乙 埼玉県さいたま市西区西大宮３－３ 
 
                公益社団法人埼玉県看護協会 
                 
                 会   長  松 田 久美子 
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（資料編Ⅱ-2-6-14）災害時の助産師医療救護活動に関する協定書（埼玉県助産師会） 
 

災害時の助産師医療救護活動に関する協定書 
 
 埼玉県（以下「甲」という。）と一般社団法人埼玉県助産師会（以下「乙」という。）と

は、災害時の助産師医療救護活動に関して、次のとおり協定を締結する。 
 
 （総則） 
第１条 この協定は、埼玉県地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、甲が行 

う助産師医療救護活動に対する乙の協力について、必要な事項を定めるものとする。  
２ この協定による助産師医療救護活動の対象となる者は災害の発生の日以前又は以後の 
 7 日以内に分べんした者であって、災害のため助産のみちを失ったものとする。 
 
 （助産師医療救護計画） 
第２条 乙は、甲の要請に基づく助産師医療救護活動の円滑な実施を図るため、助産師医

療救護計画（以下「救護計画」という。）を策定し、これを甲に提出するものとする。 
２ 乙は、救護計画を変更したときは、速やかに変更後の救護計画を甲に提出するものと

する。 
 
 （助産師医療救護班の派遣） 
第３条 甲は、防災計画に基づき、必要に応じて、乙に対して助産師医療救護班（以下「救

護班」という。）の派遣を要請するものとする。 
２ 乙は、前項の要請を受けたときは、前条に規定する救護計画に基づき、速やかに救護

班を編成し救護所等に派遣するものとする。 
 
 （救護班に対する指揮） 
第４条 救護班に対する指揮及び助産師医療救護活動に係る連絡調整は、甲の指定する者

が行うものとする。 
２ 知事又は市町村長の要請により乙が派遣する救護班の現場における医療救護、助産活

動及び保健活動については、原則として被災地の地区医師会長、歯科医師会長が指揮す

る。 
３ 救護班の編成及び助産師会本部での指揮、連絡調整は助産師会長が行うものとする。 
 
 （救護班の業務） 
第５条 乙が派遣する救護班は、甲又は市町村が設置する避難所、災害現場等に設置する

救護所その他甲が指示する場所において助産師医療救護活動を行うものとする。 
２ 救護班の業務は、次のとおりとする。 
（１）助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導 

480



（資料編Ⅱ-2-6-14）災害時の助産師医療救護活動に関する協定書（埼玉県助産師会） 
 

（２）分べんの介助 
（３）分べん前及び分べん後の処置 
（４）脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給 
（５）避難所、救護所等における被災者等に対する健康管理、健康相談、保健指導、衛生

管理 
（６）その他必要な事項 
 
 （救護班の輸送） 
第６条 甲は、助産師医療救護活動が円滑に実施できるよう、救護班の輸送について必要

な措置をとるものとする。 
 
 （衛生材料等の確保） 
第７条 乙が派遣する救護班が使用する衛生材料等は、当該救護班が携行するもののほか

不足した場合に、甲が確保するものとする。 
 
 （市町村及び助産師会との調整） 
第８条 甲は、災害対策基本法（昭和６３年法律第２２３号）に基づき市町村の行う助産

師医療救護活動が、本協定に準じ助産師会地区会等の協力を得て円滑に実施されるよう、

必要な調整を行うものとする。 
２ 乙は、前項の規定による市町村の助産師医療救護活動が円滑に実施されるよう、助産

師会地区会等に対し、必要な調整を行うものとする。 
 
 （費用弁償） 
第９条 甲の要請に基づき、乙が助産師医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は、

甲が負担するものとする。 
（１） 救護班の編成及び派遣に要する経費 
（２） 救護班が携行した衛生材料等を使用した場合の実費 
（３） 助産師医療救護班員が助産師医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は

死亡した場合の扶助費 
（４） 前各号に定めるもののほか、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と

認めた経費 
 
 （訓練） 
第１０条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する訓練に参加するよう努めるも

のとする。 
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（資料編Ⅱ-2-6-14）災害時の助産師医療救護活動に関する協定書（埼玉県助産師会） 
 

 （他都道府県からの派遣要請への協力） 
第１１条 乙は、甲が災害時における応援協定等を締結している都道府県等に救護班を派

遣する必要がある場合には、可能な限りこれに協力するものとする。 
２ 前項の規定により乙が県外で助産師医療救護活動を行う場合には、その取扱いについ

て別段の定めがない限りこの協定の規定を準用するものとする。 
 
 （細則） 
第１２条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。 
 
 （協議） 
第１３条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、

甲乙協議の上、定めるものとする。 
 
 （有効期間） 
第１４条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して 1 年間とする。ただし、こ

の協定の有効期間満了の日の 1 か月前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がなされ

ないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１年間この協定は延長されるものと

し、以降も同様とする。 
 
 
 この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者署名の上、各自その１通を

保有する。 
 
  平成２８年３月２３日 
                  さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 
               甲  埼 玉 県 
 
                  埼玉県知事  上 田 清 司 
 
 
                  さいたま市岩槻区馬込２１００番地 
               乙  一般社団法人埼玉県助産師会 
 
                  会   長  中 島 桂 子 
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災害時の助産師医療救護活動に関する協定実施細則 
 
 埼玉県（以下「甲」という。）と一般社団法人埼玉県助産師会（以下「乙」という。）と

は、平成２８年３月２３日付けで締結した災害時の助産師医療救護活動に関する協定（以

下「協定」という。）第１２条の規定に基づき、協定の実施に関する取扱いについて次のと

おり定める。 
 
 （救護計画） 
第１条 協定第２条の救護計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。  
 （１）救護班の編成計画 
 （２）救護班の活動計画 
 （３）救護班（他都道府県から派遣された救護班を含む。）の派遣調整体制 
 （４）関係機関との通信連絡計画 
 （５）指揮系統 
 （６）衛生材料等の確保 
 （７）その他必要な事項 
 
 （派遣要請） 
第２条 協定第３条の救護班の派遣要請は、文書（様式第１号及び様式第１号の２）によ

り行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合には、口頭あるいは他の手段により

要請することができるものとする。 
 
 （助産師医療救護活動の報告） 
第３条 乙は、協定第３条の規定により救護班を派遣したときは、助産師医療救護活動終

了後速やかに、次に掲げる書類を甲に提出するものとする。 
（１） 助産師医療救護活動報告（様式第２号） 
（２） 班員名簿（様式第３号） 
（３） 衛生材料等使用報告書（様式第４号） 

 
 （事故報告） 
第４条 乙は、協定第３条に基づく要請による助産師医療救護活動において、助産師医療

救護班員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、「事故報告書」（様式第５号）

により、速やかに甲に報告するものとする。 
 
 （救護班の輸送の確保） 
第５条 協定第６条の救護班の輸送は、乙が確保を行うものとする。ただし、確保が困難

な場合には甲へ報告を行い、甲が移動手段を調整するものとする。 
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（費用弁償の額） 
第６条 協定第９条第１号及び第２号に規定する費用の額は、災害救助法施行細則（昭和

３５年埼玉県規則第２６号）及び災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実

費弁償の基準（平成１３年埼玉県告示第３９３号）の定めるところによる。 
２ 協定第９条第３号に規定する扶助費については、災害救助法施行令（昭和２２年政令

第２２５号）の定めるところによる。 
３ 協定第９条第４号に規定する費用は、前各項に該当しない費用であって、甲乙協議の

上、甲が弁償することが適当と認められた費用とする。 
 
 （費用弁償の請求） 
第７条 協定第９条第１号、第２号及び第４号に規定する費用については、乙が各救護班

の分をとりまとめ、災害救助法施行細則に定める様式又は「費用弁償請求書」（様式第６

号）により甲に請求するものとする。 
２ 協定第９条第３号に規定する扶助費については、支給を受けようとする者（次条にお

いて「扶助金申請者」という。）が、災害救助法施行細則に定める様式により、甲に請求

するものとする。 
 
 （支払） 
第８条 甲は、前条の規定による費用弁償等について、乙又は扶助金申請者から請求を受

けた場合は、関係書類を確認の上、速やかに支払うものとする。 
 
 この細則の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１ 
通を保有する。 
 
  平成２８年３月２３日 
 
 
                  さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 
               甲  埼玉県 
 
                  埼玉県知事  上 田 清 司 
 
                  さいたま市岩槻区馬込２１００番地 
               乙  一般社団法人埼玉県助産師会 
 
                  会   長  中 島 桂 子 
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様式第１号 
 
                                 第     号 
                             平成  年  月  日 

 
 
 一般社団法人 埼玉県助産師会長  様 
 
 
                         埼 玉 県 知 事 
 
 
        助産師医療救護班の派遣について（依頼） 
 災害時の助産師医療救護活動に関する協定第３条の規定により、下記のとおり助産師医

療救護班の派遣を要請します。 
 

記 
 
 １ 派遣地域 
 
 ２ 派遣期間 
 
 ３ 派遣助産師医療救護班の数 
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様式第１号の２ 
 
                                 第     号 
                             平成  年  月  日 

 
 
 一般社団法人 埼玉県助産師会長  様 
 
 
                         埼 玉 県 知 事 
 
 
        助産師医療救護班の派遣要請の変更について（依頼） 
 平成  年  月  日付け  第    号により要請した助産師医療救護班の派遣

について、下記のとおり内容を変更します。 
 

記 
 
 １ 派遣地域 
 
 ２ 派遣期間 
 
 ３ 派遣助産師医療救護班の数 
 
 ４ 変更の理由 
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様式第２号  
助産師医療救護活動報告書 

 
 
                    班  名                 
                    班長氏名                 
 

 月 日 活動場所 患者数 措置の概要 分べん件数 備  考 

  人  件  

計      
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様式第３号 
 

班 員 名 簿             
 
 
                     班  名                
 

職 種 氏   名 勤 務 先 住    所 従事期間 
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様式第４号 
 

衛生材料等使用報告書 
 
                     班  名                
 

品  名 規  格 数 量 単  価 金  額 備 考 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

計      
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様式第５号 
 

事 故 報 告 書           
 
 埼玉県知事 様 
 
                       一般社団法人埼玉県助産師会 
                       会長             印 
 
 
 平成  年  月  日から平成  年  月  日までの助産師医療救護活動におい

て、下記のとおり事故傷病（死亡）者が発生しましたので報告します。 

氏  名  性別 男・女 年齢 歳 

住  所  

班  名  職種  勤務先  

活動場所  

傷 病 名      程度   重症  中等症  軽症 

外来・入院（  月  日） 医療機関名  

受傷（発病） 
日 時      年  月  日     時   分 

場 所  

死   亡 
日 時      年  月  日     時   分 

場 所  

 
 事故発生時の状況 
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様式第６号 
 
 

費 用 弁 償 請 求 書               
 

平成  年  月  日 
 
 
 埼玉県知事 様 
 
 
                      一般社団法人埼玉県助産師会 
                      会長               印 
 
 次の金額を請求します。 
 
 
       金額                  円 
 
 
 ただし、平成  年  月  日から平成  年  月  日までにおける災害時の 

助産師医療救護活動に対する費用弁償額 
 
 
（費用弁償額請求明細書 別紙のとおり） 
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（資料編Ⅱ-2-6-15） 

災害時の医療救護活動に関する協定書 

 

 埼玉県（以下「甲」という。）と社団法人埼玉県薬剤師会（以下「乙」という。）は、災

害時の医療救護活動に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣 旨） 

第１条 この協定は、埼玉県地域防災計画及び国民保護に関する埼玉県計画（以下「防災

計画等」という。）に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関して、必要

な事項を定めるものとする。 

 

 （薬剤師派遣計画） 

第２条 乙は、甲の要請に基づく災害時の医療救護活動の円滑な実施を図るため、薬剤師

派遣計画を策定する。 

 

 （薬剤師の派遣要請） 

第３条 甲は、防災計画等に基づく医療救護活動を実施する上で、必要があると認めた場

合は、乙に対し、薬剤師の派遣を要請するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、前条に規定する薬剤師派遣計画

に基づき薬剤師を派遣するものとする。 

 

 （指揮命令） 

第４条 乙により派遣された薬剤師（以下「派遣薬剤師」という。）に対する指揮及び医

療救護活動に係る連絡調整は、甲の指定する者が行うものとする。 

 

 （派遣薬剤師の業務） 

第５条 派遣薬剤師は、災害時に設置する救護所及び医薬品の集積場所等において、次の

各号に掲げる業務を行う。 

 (1) 救護所等における傷病者等に対する調剤、服薬指導 

 (2) 救護所及び医薬品等の集積場所における医薬品等の仕分け、管理 

 (3) その他医療救護活動において必要な業務 

 

 （派遣薬剤師の輸送） 

第６条 甲は、医療救護活動が円滑に実施できるよう、派遣薬剤師の輸送について必要な

措置をとるものとする。 

 

 （医薬品等の確保） 

第７条 救護所等で使用する医薬品等は、原則として甲が確保するものとする。 
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 （調剤費） 

第８条 救護所における調剤費は、無料とする。 

 

 （費用弁償） 

第９条 甲の要請に基づき乙が医療救護活動を実施した場合に要した次の費用は、甲が負

担するものとする。 

 (1) 薬剤師の派遣に要する経費 

 (2) 派遣薬剤師が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助

費 

 (3) 前各号に定めるもののほか、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と認

めた経費 

２ 前項の定めによる費用の額については、別に定める。 

 

 （細 目） 

第１０条 この協定を実施するために必要な事項については、別に定める。 

 

 （協 議） 

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、

甲乙協議の上、定めるものとする。 

 

 この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その１

通を保有する。 

 

   平成１９年１月２４日 

 

               さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号 

            甲  埼玉県 

                埼玉県知事  上 田  清 司 

 

               さいたま市浦和区仲町三丁目５番１号 

            乙  社団法人埼玉県薬剤師会 

                会  長   小 嶋  富 雄 
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